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群馬県青少年会館の管理における指定管理者制度活用の実施方針 

令和６年６月 

教育委員会生涯学習課 

１ 基本的事項 

(1) 施設の概要 

所在地 前橋市荒牧町２番地１２ 

設置年月日 昭和５７年６月５日 

敷地面積 ８，８６２㎡（県） 

主な施設・建物 

 

本館（ＲＣ造３階建 2,746.81 ㎡、昭和 57 年完成） 

新館（Ｓ造３階建 930.30 ㎡、平成 12 年完成） 

 

(2) 施設の設置目的 

      青少年団体活動の振興及び青少年の健全な育成を図るための拠点として設置して

いる。 

 

(3) 指定管理者制度活用の目的 

   当該施設は、青少年団体の活動振興及び青少年の健全育成を目的に設置された 

施設である。青少年や青少年団体の活動拠点であるとともに、県青少年教育行政 

施策展開の拠点としての役割を担う施設である。 

 県の施策展開に際しては、民間の持つノウハウや青少年団体とのネットワーク 

を活用することにより、柔軟な管理運営を行い、経費の縮減を図りながら、施設 

の効用を最大限発揮し、より効率的・効果的な県民サービスの提供が可能である 

と考える。 

 

(4) 指定の期間（予定）   

３年間（令和７年４月～令和 10 年３月） 

３年間とした理由： 

青少年団体の活躍の場としての利用があるものの、施設の老朽化が進んでい

ることから、時代の変化等を踏まえ、施設の運営方針について検討を行うため 

 

(5) 利用料金制採用の有無   

利用料金制を一部採用する注）。 

   注）施設管理費用に対し利用料金収入の不足が見込まれることから、(6)に定める 

額を上限（予定）として施設管理費用の一部を指定管理者に支払う。 

 

(6) 指定管理者に支払う施設管理費用の上限額（予定） 

３年間の総額 ２０２，４９７千円 令和７年度 ６７，４９９千円 

令和８年度 ６７，４９９千円 

令和９年度 ６７，４９９千円 
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(7) 施設の管理運営方針 

  ア 設置目的を達成するために施設の効率的かつ効果的な管理を行い、利用者の 

   利便性の向上や管理経費の削減を図る。 

  イ 利用者の意見を管理運営に反映させ、利便性の向上や事業内容の充実などの 

   県民サービスの向上を図る。 

ウ 青少年団体の活動活性化及び青少年の健全育成に向けた事業を、最小の経費 

で最大の効果が出るように実施する。 

 

(8) 指定管理者が行う業務の範囲（業務内容、要求水準、成果目標等） 

ア 業務内容 

 (ｱ) 県の青少年教育行政を補完する事業 

 (ｲ) 青少年団体※の育成及び支援 

    ※各地域で活動している小規模団体・グループを含む。 

 (ｳ) 青少年会館使用の承認・指導等に関する業務 

 (ｴ) 青少年会館の施設等の維持管理に関する業務 

 (ｵ) 青少年の健全育成を目的とした各種事業 

イ 要求水準 

  募集要項において、個々の業務区分ごとに具体的な要求基準を定める。 

ウ 成果目標 

    施設利用者数 ４５，０００人 

    その他、応募者にも具体的な成果目標を提示させる。 

 

２ 募集及び候補者選定等に関する事項 

(1) 募集の方法  

公募とする。（応募できる者は、群馬県内に主たる事業所又は事務所を有する団体

とする。） 

 

(2) 審査の方法及び選定基準等 

ア 審査の方法 

    透明性・公正性を高めるため、県職員以外の民間委員で構成する選定委員会

を設置し、応募者から提出された事業計画書等について、募集要項において定

める選定基準に基づいて総合的な審査を行う。 

イ 選定委員会の構成 

    当該施設の設置目的の分野に専門的知識を有する者、財務会計及び労務管理 

   に関する有識者、地元住民等から５名程度を選任する予定である。 

ウ 選定基準 

  (ｱ) 事業計画の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであること。  

  (ｲ) 事業計画の内容が当該施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成するこ 

とができるものであること。 
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  (ｳ) 指定管理者の指定を受けようとする団体が事業計画に沿った管理を安定し 

    て行う能力を有するものであること。 

   (ｴ) その他施設の設置目的を達成するために必要と認める基準を満たすもので 

    あること。 

※選定基準ごとの詳細な審査項目、審査内容及び配点については、募集要項にお

いて定める。 

エ 審査経過の公開 

   応募者及び提出された事業計画の概要、選定委員会の審査概要及び審査結果は、 

  応募者の利益及び選定の公正性を損なわない範囲で、逐次公開するものとする。 

 

３ 今後の日程（予定）に関する事項 

 

 

４ （参考）現在の管理状況 

(1) 施設の管理者 

(公財)群馬県青少年育成事業団 

 

(2) 施設管理経費の実績（指定管理業務相当部分） 

                  令和４年度実績         単位：千円 

収入 支出 

指定管理料              67,773 支出合計           69,498 

利用料金収入         1,644  

事業参加者負担金収入等       81  

収入合計                     69,498 支出合計                     69,498 

 

(3) 施設利用の実績  

令和４年度実績 施設利用者数 ２１,７４８人 

   （参考）平成３０年度実績 施設利用者数 ４８，０５３人 

実施方針の県議会への報告 令和６年 ６月 

選定委員会の設置  ６月 

募集期間  ７月～８月 

審査の実施  ９月～１１月 

候補者の選定（候補者としての適否の判定）  １１月 

指定及び債務負担行為に係る議案上程 

（審査経過の県議会への報告） 

 １１月 

指定、協定の締結、引継 令和７年 １月～３月 

指定管理期間開始  ４月 


